
■補助対象者
　　次のすべての要件を満たす方が対象となります。
　　・住宅の所有者（※所有者以外の場合、所有者の承諾を得たもの）
　　・補助金の交付を過去に受けたことがないこと
　　・本市の市税を滞納していないこと
　　・暴力団の構成員でないこと

■補助対象住宅
　　次のすべての要件を満たすものが対象となります。
　　・柳川市内にある２階建て以下の木造戸建て住宅
　　・昭和５６年５月３１日以前に建築又は工事着工したもの
　　・耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満であること
　　・現に居住者がいること
　　　　※当該工事後に居住する予定者がいる場合はこの限りでない
　　・補助金の交付を過去にうけていないこと
　　・耐震改修工事及び省エネ改修工事により建築基準法及び関係法令の規定に違反す
　　　るものでないこと
　　・法人が所有するものでないこと

■補助対象工事
　　次のすべての要件を満たす工事が対象となります。
　　・耐震改修工事
　　（建物全体又は１階部分の上部構造評点が１．０以上になるよう補強する工事及び耐震設計）

　　・省エネ改修工事
　　（開口部、躯体等の断熱化、設備の効率化等、省エネ性能の向上が図られる改修工事）

　柳川市では、「震災に強いまちづくり」及び「脱炭素社会」の実現に資するため、「柳
川市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付要綱」を策定し、木造戸建て住宅の性能向
上改修工事及び建替え等に伴う除却工事に要する費用の一部に補助金を交付します。

【お問い合わせ】　柳川市 都市計画課 建築係　　TEL ０９４４－７７－８５４４

柳川市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金

【性能向上改修工事】

■事前協議

申請者は、補助金の交付を受けようとする前に、工事を予定している住宅の

内容などについて、市と事前に協議をお願いします。

※交付決定前に工事着手している場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

■補助金の額

耐震改修工事に要する費用の４０％（上限６０万円）

＋ ＝ 【最大８０万円】

省ｴﾈ改修工事に要する費用の２５％（上限２０万円） ※ただし、1,000円未満切捨て



建築士・施工業者 申請者 柳川市

二重サッシ、ペアガラス、断熱
材設置、LED照明の設置、その
他これらに類するもの

上部構造評点が1.0以上になる
よう補強する工事及びこれに伴
う耐震設計（工事監理を含む）

約2～3週間

【耐震改修工事】

【省エネ改修工事】

柳川市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金の流れ
【性能向上改修工事】

■耐震診断結果
上部構造評点 1.0 未満

昭和５６年５月３１日以前に建築又

は工事着手された木造戸建て住宅

■耐震診断
(一財)日本建築防災協会による「木造

住宅の耐震診断と補強方法」の一般診

断法に基づく診断。

○福岡県耐震診断アドバイザー制度

(一財)福岡県建築住宅センター

1件あたり6,000円の自己負担

○任意の建築士による上記耐震診断

事前協議・補助対象要件の確認

■事前相談

都市計画課 建築係

随時受け付けます。

■建築士・施工業者の選定■耐震補強計画書・見積書作成

■補助金交付申請
・交付申請書

・補助対象住宅の所有者が分かる書類

（登記事項証明書等）

・補助対象住宅の建築年月日が

分かるもの（検査済証の写し等）

・耐震診断結果報告書の写し

・耐震補強計画書

・耐震改修工事見積書の写し

・省エネ改修工事見積書の写し

・市税の滞納がないことの証明書

■交付申請書の受付
・書類審査（関係各課・警察

へ必要事項照会等）

・交付可否審査

■交付決定通知書の送付■交付決定通知書の受理

契 約 締 結

交付決定通知後でなければ、

工事の契約・着手は

できません。

■性能向上改修工事着手
・全ての施工箇所の写真

（施工前・施工後）

※施工内容が確認できるもの

■性能向上改修工事完了

■完了実績報告書の提出
・実績報告書

・全ての施工箇所の写真（施工前・後）

※施工内容が確認できるもの

・請負契約書の写し

・施工者等からの請求書の写し

・工事後に居住していることがわかる書

類（住民票等）

■完了実績報告書の受付
・書類審査

■補助金額確定通知書の送付■補助金額確定通知書の受理

■補助金交付請求書の提出

・領収書の写し
■請求書の受理

■補助金の交付■補助金の受領（口座振込み）

○福岡県耐震診断

アドバイザー制度
お問い合わせ

(一財)福岡県建築住宅センター

・生涯あんしん住宅

TEL 092-582-8061

・企画情報部

TEL 092-781-5169


